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福 岡 国 税 局
間税会連合会

消費税　活かすみんなの　間税会

間税会は消費税のあり方を考える会です

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-7-3　皐月マンション311号　TEL 092（405）5646
FAX 092（405）5647 

〈会長就任のご挨拶〉

　福岡国税局間税会連合会は、福岡国税局管内、福
岡・佐賀・長崎の 3 県下の消費税を中心とした間接
税の納税者と間税会活動等に賛同される法人・個人
で組織する 31 の単位会で構成され、その会員数は
約 9,400 人社で、全国でも有数の連合会組織となっ
ております。また、昨年は全国間税会総連合会の第
41 回大会がここ福岡の地で盛大に開催されました。
　その際、卓越したリーダーシップを発揮され、見
事に成功裡に納められました中川原会長が、本年 6
月通常総会をもってご退任されました。在任 3 期 6
年間大変お疲れさまでした。その後任といたしまし
て私が大役を拝命いたしました。
　もとより浅学非才な私には、あまりにもこの重責
を担う程の度量がなく、困惑と緊張の連続ですが、
会員の皆さまの温かいご理解とお力添えを賜り職責
を果たして参る所存です。
　さて、ご高承のとおり、我が国の消費税の税収を
平成 27 年度当初予算額で見ますと平成 26 年 4 月か

らの税率引き上げもあって、その税収規模は約 17,1
兆円と見込まれており、所得税収（約 16,4 兆円）及
び法人税収（約 11,0 兆円 ) を上回る最も税収の多い
基幹税になっております。又平成 29 年 4 月からは
消費税率 10％への再引き上げも予定されており、財
政面における消費税の重要性の高まりと相俟って、
消費税の会としての間税会の役割は、益々高まって
くるとともに、間税会活動の重要性も、強く求めら
れてくるものと考えられます。
　そして、間税会の現状等に適切に対応していくた
めには、何よりも各間税会の組織を拡充強化し、本
会の存在感を高め、発言力を強めていくことが肝要
と考えております。そのような中で本会は、全国間
税会総連合会と福岡国税局管内 31 各単位会の繋ぎ
手として、お役に立ちたいと願っておりますので、
皆さまのより一層のご理解とご協力をお願い申し上
げます。

福岡国税局間税会連合会
　　　　　会 長　中 野　文 治
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　福局間連第 42 回通常総会は、
去る 6 月 10 日（水）に福岡市
博多区の都ホテルにおいて開催されました。
　当日は来賓として、福岡国税局から中尾局長、内田課
税第二部長、新井消費税課長のほか、手島福岡税務署長、

石橋博多税務署長、油布佐賀税務署長、岩崎長崎税務署長、また、全国間税会総連合
会から　黄瀬副会長、白子常務理事、山田常務理事、その他友誼団体から、多数の代
表のご臨席を賜わりました。
　中川原会長はあいさつの中に本総会で会長職を辞任す
ることを表明されました。
　続いて議長に同会長を選出して議事に入り、提出５議
案は、いずれも満場一致で可決承認されました。
　引き続き、功績者、永年在職者、組織拡大功労団体、
会員加入勧奨功労者の表彰が行なわれ、終了後、中尾局長と黄瀬副会長よりご祝辞を
いただきました。

　総会後、㈱愛しとーと　代表取締役　岩本初恵様の
「ピンピンコロリをめざして」と題した講演会を開催、
ユーモアにあふれた元気がわいてくるような講演に、
参加者は時間を忘れ聴き入り、大変有意義だったと大
好評でした。
　懇親会では、役員改選で新会長に選出された中野会

長は、開会の辞で「新会長就任は身が引締まる思い、微力なるも会の活性化のため、
行動力をもって努力していきたい」と決意を述べられた。
　また、盛り上がった懇親会の中で、中野会長から中川原
前会長に感謝状と花束が贈られました。

福局間連第 42回通常総会開催される
更なる発展のために組織拡大と会の活性化を！
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〈祝　辞〉

　本日、ここに福岡国税局間税会連合会の第四十二回
通常総会が盛大に挙行され、すべての議事が滞りなく
終了されましたことを、心からお慶び申し上げます。
　間税会の皆様方には、平素から税務行政に対して深い
御理解と多大なる御協力を賜っておりますことを、本席
をお借りいたしまして厚くお礼申し上げます。
　今回の役員改選により退任される役員の皆様におか
れましては、長年にわたり、間税会の発展のために御
尽力いただきましたことに心から敬意を表します。特
に、中川原前会長におかれましては、平成二十一年六
月から六年間にわたり会長として大変御熱心に御活躍
されました。改めまして、その御功績に敬意を表する
次第であります。
　また、引き続き役員をお務めいただく皆様並びに新
たに役員となられた皆様には、中野会長を中心に一致
団結して会の運営に当たっていただきますようお願い
申し上げます。
　加えて、ただ今、会長顕彰により表彰を受けられた
皆様におかれましては、これまで間税会の発展に多大
な貢献をされた方々であり、心からお祝い申し上げま
すとともに、今後ますますの御活躍をお祈り申し上げ
ます。
　昨年九月には、全国間税会総連合会の通常総会が福
岡で開催されました。皆様が一丸となって御尽力され
た結果、当地の魅力に溢れた非常にすばらしい大会で
ありました。
　特に、「消費税期限内完納推進宣言」をしていただき、
私どもといたしましても非常に心強く感じたところで
す。
　改めまして、全国間税会総連合会の通常総会の成功
を心からお祝い申し上げます。
　各間税会におかれましては、各地域における消費税
をはじめとする間接税に関する民間団体として、「消費
税の適正申告及び期限内納付の推進」に加え、「世界の
消費税クリアファイル」の配布や「税の標語」の募集
などの活動を展開しておられます。
　これらの活動は、消費税に関する正しい税知識の普
及や納税道義の高揚に寄与するものであり、税務行政
に携わる者として、心から感謝の意を表する次第でご

ざいます。
　社会保障の充実・安定化と財政健全化のための「社
会保障と税の一体改革」が進められ、消費税に対する
国民の皆様の関心は非常に高くなっております。
　私どもとしましては、これまで以上に適正な課税の
確保や滞納の未然防止・整理の促進に努め、制度への
信頼を確保するとともに、税務行政に寄せられている
国民の皆様の信頼に応えていく所存であります。
　しかしながら、これらを成し遂げるためには、間税会
の皆様の御理解と御協力が必要不可欠でございます。
　私どもといたしましても、間税会の活動が一層充実
したものとなりますよう、従来にも増して連携、強調
関係を深めてまいりたいと考えておりますので、今後
とも、税務行政のよき理解者として、「消費税の適正申
告及び期限内納付の推進」をこれまで以上に展開して
いただくなど、なお一層の御支援、御協力を賜ります
ようお願い申し上げます。
　ところで、平成二十五年五月に「行政手続における特
定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」
が公布され、社会保障・税番号制度いわゆるマイナンバー
制度が導入されることになりました。
　この制度は、社会保障・税・災害対策の行政手続にお
いて、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公
正な社会を実現する社会基盤となるものです。
　番号の通知開始まで４ヶ月を切り、政府において、
制度の円滑な導入に向け、周知・広報が本格化してお
ります。私どもといたしましても、ホームページ等を
通じた情報提供や関係民間団体等が開催する説明会へ
の講師派遣などに取り組んでおり、本日も消費税課か
ら御説明申し上げたところです。
　今後も、間税会の皆様のお力添えをいただきながら、
会員の皆様向けに説明会を開催するなど、あらゆる機
会を捉え、積極的な周知・広報を実施してまいりたい
と考えておりますので、説明会の御要望などがありま
したら遠慮なく申し出ていただきたいと思います。
　最後になりましたが、福岡国税局間税会連合会並び
に管内各間税会のますますの御発展と、本日御臨席の
皆様方の御健勝と御繁栄を心から祈念いたしまして、
私の祝辞といたします。

福岡国税局長　　　　　　　　　
　　　　　中 尾　　睦（現　財務省理財局次長）
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〈祝　辞〉

　ただ今、福岡国税局間税会連合会第四十二回通常総会の
全議案の審議が滞りなく終了され、誠におめでとうござい
ます。
　この議事の中の役員改選におきまして、中川原様が会長
を退任され、中野様が新たに会長に就任されることになり
ました。
　中川原様は、平成二十一年に出光様の後を引き継がれて
会長に就任されて以来六年間、福岡局間連の円滑な運営と
充実発展に努めてこられました。そのご努力とご功績に対
しまして、改めて敬意を表したいと存じます。
　また、新会長に就任されました中野様には、中川原会長
の引かれた路線を踏襲されながらも、新たな発想や取組み
などによりまして、福岡局関連の更なる充実発展に繋げて
いただきますよう、舵取りをよろしくお願いいたします。
　福岡局関連の皆様には、平素、全間連の全務運営につき
まして、深いご理解とご協力をいただいていますことに心
から感謝申し上げます。
　また、福岡国税局長の中尾様をはじめ国税ご当局の幹部
の方々には、間税会に対しまして、深いご理解の下にご指
導・ご支援を賜っております。この機会に改めて厚く御礼
申し上げます。
　さて、私ども間税会に関わりが深い消費税につきまして
は、平成二十六年四月から税率が 5％から 8％に引き上げ
られました。そして、消費税率 10％への再引上げにつきま
しては、経済状況などを踏まえ、その実施時期が本年十月
一日から一年半延期され、平成二十九年四月一日とされて
おります。
　なお、税率引上げ後の国及び地方の消費税収につきまし
ては、基本的に全て国や地方の社会保障財源に向けられる
とされております。
　私たち間税会は、消費税の関係団体ですが、消費税の税
率引上げに積極的に賛同したり、推進する団体ではありま
せん。しかしながら、少子高齢化の進展に伴う社会保障財
源の確保の必要性や、厳しい財政事情などから見て、消費
税率の引上げは、避けて通れないやむを得ない措置である
と受け止めております。
　また、消費税の税率構造につきましては、昨年十二月の
自由民主党・公明党の「平成二十七年度税制改正大網」に
おいて、「消費税の軽減税率制度については、関係事業者
を含む国民の理解を得た上で、税 10％時に導入する。平成
二十九年度からの導入を目指して、対象品目、区分経理、
安定財源等について、早急に具体的な検討を進める」とさ
れており、本年の秋頃には、軽減税率に関する具体案が明

らかになるとの報道があります。
　全間連では、従来から、消費税の税率構造につきまして
は、食料品などを低い税率とする「複数税率制度」ではなく、
税率は単一税率とし、低所得者には負担した消費税相当額
の一部を給付・還付する「給付付き税額控除制度」による
よう提言して参りましたので、引き続き、「単一税率の維持」
を強く求めていくこととしております。
　また、全間連では、今次の消費税率の引上げに伴い、消
費税の会である間税会の役割が、益々、高まってくること
などを踏まえまして、平成二十六年四月以降の「最重点施
策」を三点決定しました。
　一点目は、消費税の滞納増加が懸念されるため、「消費
税完納運動の更なる推進」であります。昨年九月の全間連
の通常総会において、「消費税期限内完納推進宣言」を行っ
たのも、その一環です。
　二点目は、消費税の重要性が益々高まってくることから、
消費税に関する研修会や説明会など「消費税の啓発活動等
の拡充」であります。
　そして三点目は、これらの会活動を積極的に展開するこ
となどを通じまして、会員増強を図り、平成二十九年四月
一日現在の会員数を十二万人社に増強しようというもので
あります。
　以上の三点の最重点施策は、消費税の関係団体である間
税会の活動としては、極めて重要な活動方針であると考え
ております。そして今年は、二年目に入ります。
　従いまして、福岡局間連及び傘下各会におかれましては、
この一年間の取組状況などを分析していただきまして、最
重点施策の実現に向けた、より実効性のある取組みなどを
積極的に展開されますよう、よろしくお願い申し上げます。
　また、従来から大変好評を博しております「世界の消費
税」図柄刷込みクリアファイルの配布や、「税の標語」の
募集と活用を更に拡大して参りたいと考えております。
　さらに、いわゆる e － Tax（イータックス）の利用促進や、
いわゆるマイナンバー制度の周知活動にも取り組んで参り
たいと存じますので、ご理解の上、ご尽力を賜りますよう
お願い申し上げます。
　最後になりましたが、福岡局間連及び傘下各会の益々の
ご発展と、会員の皆様のご繁栄を祈念いたしております。
　また、国税ご当局の一層のご指導、友誼団体のご厚誼を
お願い申し上げますとともに、ご臨席の皆様のご健勝とご
多幸を心から祈念いたしまして、お祝いの言葉とさせてい
ただきます。

全国間税会総連合会
　　　　　会 長　大 谷　信 義
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　消費税の税率 8％のうち 1.7％は地方消費税として、地方公共団体（都道府県・市

町村）の税収になります。

　また、国の消費税 6.3％の収入のうち 1.4％は、地方交付税分として地方公共団体に

配分されています。

　したがって、8％の消費税収全体のうち、国の収入になるのは　61.25％

（｛ 6.3％－ 1.4％ ｝÷ 8％）、地方公共団体の収入になるのは　38.75％

（｛ 1.7％＋ 1.4％ ｝÷ 8％）となります。

　国の消費税の収入は、全額が、年金・医療・介護・少子化対策の費用に充てられます。

　地方公共団体の消費税の収入のうち、1.4％（地方交付税分）と 0.7％（地方消費税

引上げ分）は、地方の社会保障の財源となり、残り 1％は、地方公共団体の一般行政

経費に充てられます。
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　平成 27 年度の国の一般会計歳出予算の総額は 96 兆 3,420 億円ですが、消費税収（6.3％分）17
兆 1,120 億円のうち 3 兆 8,160 億円（17 兆 1,120 億円× 1.4％÷ 6.3％）は地方交付税分として地方
公共団体に配分され、残りの 13 兆 2,960 億円が社会保障関係費のうちの年金・医療・介護・少子
化対策の費用に充てられます。
　しかしながら、年金・医療・介護・少子化対策に要する費用の総額は 27 兆 7,477 億円ですので、
消費税収で賄われているのは半分にも満たない割合（47.9％）となっています。

　平成 27 年度の国の一般会計歳入総額は 96 兆 3,420 億円で、そのうち税収（租税及び印紙収入）
は 54 兆 5,250 億円（56.6％）に過ぎず、36 兆 8,630 億円（38.8％）の公債を発行して不足資金を
調達しています。
　税収のうち一番多いのは消費税の 17 兆 1,120 億円（17.8％）で、次いで所得税の 16 兆 4,420 億
円（17.1％）、法人税の 10 兆 9,900 億円（11.4％）の順となっています。
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役　職 所　属 氏　名 単会役職
相談役 博 多 間 税 会 出　光　　　豊 顧　問

〃 博 多 間 税 会 中川原　　　潔 〃
会　長 博 多 間 税 会 中　野　文　治 〃
副会長 福 岡 間 税 会 林　　　孝　行 会　長

〃 小 倉 間 税 会 深　町　宏　子 〃
〃 久 留 米 間 税 会 倉　田　正　平 〃
〃 佐 賀 間 税 会 本　島　直　幸 〃
〃 長 崎 間 税 会 西　　　　　亮 〃
〃 筑 紫 間 税 会 江　上　嘉　実 〃
〃 武 雄 間 税 会 下　平　明　美 〃
〃 博 多 間 税 会 河　野　武　司 〃

専務理事 博 多 間 税 会 市　丸　　　徹 常任理事
常任理事 福 岡 間 税 会 中　村　貴　士 副会長

〃 西 福 岡 間 税 会 原　　　武　人 会　長
〃 八 幡 間 税 会 日　向　祥　剛 〃
〃 若 松 間 税 会 白　石　信　和 〃
〃 田 川 間 税 会 市　岡　敏　生 〃
〃 大 牟 田 間 税 会 山　本　和　夫 〃
〃 甘 木 朝 倉 間 税 会 篠　崎　博　之 〃
〃 門 司 間 税 会 山　田　浩　一 〃
〃 諫 早 間 税 会 笠　井　和　幸 〃
〃 佐 世 保 間 税 会 山　根　由　之 〃
〃 博 多 間 税 会 真　武　研　二 理　事
〃 福 岡 間 税 会 波左間　高　子 常任理事

理　事 香 椎 間 税 会 川　口　利　弘 会　長
〃 直 方 間 税 会 宮　田　博　樹 〃
〃 飯 塚 間 税 会 加　藤　完　治 〃
〃 大 川 間 税 会 高　場　保　信 〃
〃 八 女 間 税 会 福　島　成　孝 〃
〃 行 橋 間 税 会 玉　江　秀　章 〃
〃 鳥 栖 間 税 会 大　石　耕　司 〃
〃 唐 津 間 税 会 石　松　憲一郎 〃
〃 伊 万 里 間 税 会 岡　　　正　克 〃
〃 島 原 間 税 会 石　川　嘉　則 〃
〃 平 戸 間 税 会 福　田　　　詮 〃
〃 五 島 間 税 会 野　口　喬　史 〃
〃 壱 岐 間 税 会 篠　崎　　　修 〃
〃 対 馬 間 税 会 渡　邊　昭　二 〃

監　事 西 福 岡 間 税 会 森　　　　　隆 副会長
〃 福 岡 間 税 会 久　芳　志　治 〃

福岡国税局間税会連合会役員名簿
平成 27 年 6 月 25 日
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マイナンバー　社会保障・税番号制度
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